
訪 問 看 護 重 要 事 項 説 明 書 
 

                                                     

１．当事業所の概要 

１ 指定訪問看護サービスを提供する事業者について 

事 業 者 名 称 株式会社 ぱぷりか 

事 業 所 所 在 地 

（連絡先及び電話番号等） 

福岡県福岡市西区福重５丁目５－１０ フロイライン姪浜３０６号 

連絡先 ０９２-８３４-３７１２  FAX ０９２-８３４-３７１３ 
 
２ 利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について 

事 業 所 名 称 訪問看護ステーション 神福八 （こうふくや） 

介 護 保 険 指 定 

事 業 所 番 号 
（ 指定事業所番号   4061191237   ） 

事業 所所在 地 福岡県福岡市西区福重５丁目５－１０ フロイライン姪浜３０６号 

連    絡    先 連絡先 ０９２-８３４-３７１２  FAX ０９２-８３４-３７１３ 

サービス提供地域 福岡市内、糸島市と周辺地域 (事業所より緊急対応が可能なエリア) 

※サービス提供地域につきましてはご確認をお願いします。 

 
（1） 営 業 日 ・ 営 業 時 間 

営  業 日 月 ～ 金 曜 日： 午 前 ８ ： ３０  ～  午 後 ５ ： ３０ 

休  業 日 土曜日 ・ 日曜日 ・ 祝際日 ・ １２ 月 ３０ 日 ～ １ 月 ３ 日 
 

（2） 職員体制 

資  格 兼任業務 常  勤 非常勤 計 

管  理  者  1名 名 1名 

看  護  師     1名 1名 2名 

保  健  師  名 名 名 

作 業 療 法 士  名 名 名 

理 学 療 法 士   名 名 名 

精神保健福祉士  名 名 名 

 

２． 事業の目的、運営方針  

  ＜事業の目的＞  

   指定訪問看護の事業は、主治医が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、訪問看護ステーションの 

看護師等が、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことで、その利用者が可能な限り 

居宅において、自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。 

  

  ＜運営の方針＞  

(1) 指定訪問看護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの 

予防に資するよう、療養上の目標を設定し計画的に行うものとする。 

(2) 事業者自らその提供する指定訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。 

(3) 指定訪問看護の提供に当たっては、訪問看護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに 

必要な援助を行う。 

(4) 指定訪問看護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、 

サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。 

(5) 指定訪問看護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス 

の提供を行う。 

(6) 指定訪問看護は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、環境等の的確な把握に努め、 

利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。 

２ 事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。 

３ 事業所は、正当な理由なくサービス提供を拒まない。 
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３．サービスの利用方法  

（１）サービス開始までの流れ  

                                    ☆主治医、ケアマネージャ、ご本人、御家族からの連絡。                               

自宅に職員が訪問し、ご本人様、御家族と面談。 

直接ご連絡の場合は、主治医、担当のケアマネージャに 

必ずご相談ください。 

 

  

 

☆ご利用にかかわる重要事項の説明をし、ご了承頂いた後に 

ご契約となります。 

医師の指示書のもと、居宅サービス計画やご契約者の状態 

把握、訪問日調整などご希望をお聞きします。 

 

 

☆医師の指示書の内容や居宅サービス計画に沿って、 

訪問看護師が訪問看護計画を作成し、ご契約者の同意を 

得てサービス提供となります。 

                                    訪問看護計画書の内容は状況に応じ修正を行い、 

必ず同意のもとに看護サービスの提供を行います。 

 

 

４．訪問看護サービスの内容 

１．利用者が提供を受けることのできる訪問看護のサービス内容については、下記に記載されている 

とおりで、内容について、利用者およびその家族に説明を行います。 

  ２．事業者は、訪問看護計画に基づき、利用者に対して訪問看護のサービスを提供します。 

３．利用者およびその家族の同意により訪問看護計画が変更され、訪問看護サービス内容、又は介護保険 

適用の範囲が変更となる場合、利用者及び家族の意向や希望に基づき、サービス内容の修正を行い、 

修正した訪問看護計画のサービスを提供します。 

 

＜訪問看護サービス内容＞  

１ 病状・障がいの観察、確認（血圧・体温・脈拍の測定、体調の確認、睡眠の状況など） 

２ 日常生活の介助（食事・排泄・移動など） 

３ 療養上の世話 

４ 褥創の予防・処置 

５ 地域の社会資源活用への支援 

６ 精神科領域における疾患者及び家族への看護・支援 

７ 療養生活や介護方法の指導 

８ 清拭・洗髪等による清潔の保持 

９ その他医師の指示による医療処置 

 

＜サービスの利用にあたっての留意事項＞  

① 看護職員の禁止行為 
看護職員はサービス提供にあたり、次の行為は行いません。 

 ・各種支払いや年金等の金銭、通帳などの管理、金銭の貸借、金銭に関する取扱い 

 ・買い物等の代行、訪問車での移動、通院支援、家事支援など 

・利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

・利用者の同居家族等へのサービスの提供（知人等も含む） 

・利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食   

・身体拘束その他利用者の行動を制限する行為 

（利用者又は第三者等の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

   ・指示の無い医療行為及びそれに準じる行為 

   

 

 

訪問看護サービスの依頼・ご相談 

現状の状況確認（心身、生活内容など） 

訪問看護計画の作成 同意と交付 

訪問看護サービスの提供 

重要事項の説明 サービスの契約  

訪問サービスの日程調整 

主治医との面談・訪問看護指示受け 
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② 利用者及び家族等の禁止行為 

    ・職員に対する性的ハラスメント(身体に触れる、性的ないやがらせ行為、好意的な態度の要求など) 

・暴言、身体的暴力(身体に危害を加える、物を投げつける行為など) 

・精神的暴力(脅し、大声で怒鳴る、威嚇する、過度な要求を繰り返すなど) 

・ストーカー行為、動画など SNSなどへの投稿(業務時間以外での連絡等の強要行為) 

・各種保証人や緊急連絡先の登録 

     ・宗教活動、政治活動、営利活動の強要または参加、その他迷惑行為 

※前項の内容において、発生及び再発生の防止が著しく困難で、職員の心身に危害は生じる又は生じる 

恐れがある場合、文面等の通告によりサービス終了、契約解除となる事がございます。 

 

５．利用料金  

  医療保険               訪問看護 料金表              令和6年4月１日改定分 

（ア）訪問看護基本療養費 基本利用料金 

訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

週3日目まで （1回の料金） 5,550円  （5,050円) 

週4日目以降  （1回の料金）         6,550円  （6,050円） 

訪問看護基本療養費（Ⅱ） 

同一日に２人 
週３日まで 5.550円   （5,050円) 

週４日以降         6,550円   （6,050円） 

同一日に３人以上 
週３日まで 2,780円   （2,530円） 

週４日以降 3,280円   （3,030円） 

※(  )内の料金は准看護師が訪問した場合の金額 

  （イ）訪問看護管理療養費 利用料金 

月の初回の訪問  （1日目） 7,670円 

月の２日目以降の訪問 ×訪問回数 1，2 1：3,000円  /  2：2,500円 

   管理療養費1：同一建物居住者7割未満、第七、第八に掲げる者の訪問実績を有する 

  管理療養費2：同一建物居住者7割以上又は上記に非該当の場合 
 

  （ウ）加算分（契約者了承により必要な場合） 利用料金 

夜間・早朝訪問看護加算 2,100円/回 

深夜訪問看護加算 4,200円/回 

夜間・早朝訪問看護加算 / 深夜訪問看護加算 

夜間（18時～22時迄の時間）・早朝（6時～8時迄の時間）の訪問：夜間・早朝訪問看護加算を算定  

深夜（22 時～翌6時迄の時間）の訪問：  深夜訪問看護加算を算定 

複数名訪問看護加算 （看護師+看護師） 

(1) 同一建物内１人       4,500円 

(2) 同一建物内２人       4,500円 

(3) 同一建物内３人以上   4,000円  

複数名訪問看護加算 （看護師+准看護師） 

(1) 同一建物内１人       3,800円 

(2) 同一建物内２人       3,800円 

(3) 同一建物内３人以上   3,400円 

複数名精神科訪問看護加算 看護職員が、看護師等と複数名で訪問を行った訪問時の加算 

看護師＋看護師の場合   (1) 同一建物内１人、2人：4,500円  (3) 同一建物内３人以上 4,000円 

看護師＋准看護師の場合 (1) 同一建物内１人、2人：3,800円  (3) 同一建物内３人以上 3,400円 

長時間精神科訪問看護加算 2,500円/月 

長時間精神科訪問看護加算 

厚生労働大臣が定める状態の利用者に対し１回の訪問看護の時間が９０分を超えた場合に週一回算定 

２４時間対応体制加算 イ、ロ イ：6,800円  ロ：6,520円 /月 

２４時間対応体制加算(＊契約が必要)  イ：6,800円/月、ロ：6520円/月 

 利用者またはその家族などから電話などのよる相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の訪問看護 

 が行える体制にある。利用者又は家族のへの説明と同意があり、地方厚生局に 24時間対応体制の 

届出を提出している   イ：看護業務の負担軽減の取組みを行っている  ロ：イ以外 



 3 

緊急訪問看護加算 イ 14日まで ロ 15日以降 イ 2,650円  ロ 2,000円 /回 

緊急訪問看護加算 イ：月14日まで 2,650円/回 ロ：月15日目以降 2,000円/回 

 ※24時間対応契約者で、利用者様（ご家族）より緊急の求めに応じ主治医が訪問看護事業所に対して 

行った指示を受け計画外の訪問看護を行った場合に上記いずれかを加算算定します 

特別管理加算 Ⅰ   特別管理加算 Ⅱ  5,000円/月  2,500円/月 

特別管理加算 Ⅰ （該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定） 

在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している状態、 

留置カテーテルを使用している状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理 

及び訪問看護を実施すること 

特別管理加算 Ⅱ （該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定） 

在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養、 

在宅自己導尿指、在宅持続陽圧呼吸療法、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者、人工肛門又は 

人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると 

認められた状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を 

実施すること 

訪問看護ターミナルケア療養費１、療養費２ 療養費1 25,000円/月、療養費２ 10,000円/月 

訪問看護ターミナルケア療養費 1、2 

ターミナルケアの支援体制を整備している訪問看護ステーションが在宅等での終末期の看護の提供を 

行った場合に算定 

訪問看護ターミナルケア療養費１  

在宅または、特別養護老人ホーム等で死亡した利用者に対してターミナルケアを行った場合 

訪問看護ターミナルケア療養費２  

特別養護老人ホーム等で死亡した利用者で、介護保険における看取り看護加算等を算定した利用者 

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)        780円/(月1回) 

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ) 780円/月 

 医療に従事する職員の賃金改善を図る体制にある場合、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)を算定 

  

 

                                                          

（医療保険：精神科訪問看護）        精神科訪問看護 料金表        令和6年4月１日改定分  

（ア） 精神科訪問看護基本療養費 基本利用料金 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅰ） 

週３日目まで  ３０分以上 / ３０分未満 5,550円 / 4,250円 (5,050円/3,870円) 

週４日目以降  ３０分以上 / ３０分未満 6,550円 / 5,100円 (6,050円/4,720円) 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）    同一建物居住者２名への訪問 

週３日目まで    ３０分以上 / ３０分未満  5,550円 / 4,250円 (5,050円/3,870円) 

週４日目以降    ３０分以上 / ３０分未満  6,550円 / 5,100円 (6,050円/4,720円) 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅲ）    同一建物居住者３名以上への訪問 

週３日目まで    ３０分以上 / ３０分未満  2,780円 / 2,130円 (2,530円/1,940円) 

週４日目以降    ３０分以上 / ３０分未満  3,280円 / 2,550円  (3,030円/2,360円) 

精神科訪問看護基本療養費（Ⅳ）    入院中の外泊時に訪問 

訪問看護が必要と認められた場合1回 8,500円 

※(  )内の料金は准看護師が訪問した場合の金額 

 

（イ）精神科訪問看護管理療養費 利用料金 

月の初回の訪問  （1日目） 7,670円 

月の２日目以降の訪問 ×訪問回数 療養費1，2 療養費1：3,000円 / 療養費2：2,500円 

精神科訪問看護管理療養費1：訪問看護療養費に準じ、GAF尺度40以下の利用者が月に5人以上 

精神科訪問看護管理療養費2：訪問看護療養費に準じ、上記1に非該当の場合 
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訪問看護も自立支援医療（精神通院医療）が適応となります。 

 

（介護保険） 福岡市 ５級地 1単位：10.70円          料金表             R6.４月  改定分 

 介護保険   要介護 1～５ 基本利用料 

２０分未満 ３１４単位 ３,３５９円 

３０分未満 ４７１単位 ５,０３９円 

３０分以上６０分未満 ８２３単位 ８,８０６円 

６０分以上９０分未満 １,１２８単位 １２,０６９円 
 

 介護保険   要支援１．２ 基本利用料 

２０分未満 ３０３単位 ３,２４２円 

３０分未満 ４５１単位 ４,８２５円 

３０分以上６０分未満 ７９４単位 ８,４９５円 

６０分以上９０分未満 １,０９０単位 １１,６６３円 

 ※准看護師については所定額の９０／１００を算定 
 

（ウ）加算 利用料金 

長時間訪問看護加算 ３,２１０円/回 

複数名訪問看護加算 Ⅰ  ３０分未満 ２,７１７円/回 

複数名訪問看護加算 Ⅰ  ３０分以上 ４,３１０円/回 

初回加算 Ⅰ(350単位)、 Ⅱ(300単位) Ⅰ:３,７４５円 / Ⅱ:３,２１０円 /回 

緊急時訪問看護加算Ⅰ(600単位)、Ⅱ(574単位)  Ⅰ:６,４２０円 / Ⅱ:６,１４１円 /月 

特別管理加算 Ⅰ  ５００ 単位 ５,３５０円/月 

特別管理加算 Ⅱ  ２５０ 単位 ２,６７５円/月 

ターミナルケア体制加算(要介護)2,500単位/死亡月 ２６,７５０円/月 

 

早朝・夜間訪問看護加算 / 深夜訪問看護加算 

早朝（６時～８時迄の時間）・夜間（１８時～２２時迄の時間）の訪問： 基本料金に２５％加算 

深夜（２２ 時～翌６時迄の時間）の訪問 ： 基本料金に５０％加算 

（ウ）加算分 利用料金 

夜間・早朝訪問看護加算 2,100円/回 

深夜訪問看護加算 4,200円/回 

複数名精神科訪問看護加算 （看護師+看護師） 

(1) 一日１回          4,500円 

(2) 一日２回          9,000円 

(3) 一日３回以上      14,500円 

複数名精神科訪問看護加算 (看護師+准看護師） 

(1) 一日１回          3,800円 

(2) 一日２回          7,600円 

(3) 一日３回以上      12,400円 

精神科複数回訪問加算  1日に 2回 4,500円、3回以上8,000円 

長時間精神科訪問看護加算 2,500円/月 

２４時間対応体制加算 イ、ロ イ 6,800円 、ロ 6,520円/月 

２４時間対応体制加算(＊契約者のみ)   イ：6,800円/月、  ロ：6,520円/月 

 利用者またはその家族などから電話などによる相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の訪問看護 

が行える体制にある。利用者又は家族への説明と同意(契約)があり、地方厚生局に 24時間対応体制の 

届出を提出している。 イ：看護業務の負担軽減の取組みを行っている  ロ：イ以外 

緊急訪問看護加算  イ 14日まで ロ 15日以降 イ 2,650円、  ロ 2,000円/回 

緊急訪問看護加算 イ：月14日まで 2,650円/回  ロ：月15日目以降 2,000円/回 

 ※24時間対応契約者で、利用者様（ご家族）より緊急の求めに応じ主治医が訪問看護事業所に対して 

行った指示を受け計画外の訪問看護を行った場合に上記いずれかを加算算定します 
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長時間訪問看護加算 

厚生労働大臣が定める状態に該当する利用者に対して、1回の訪問時間９０分を越える場合に算定 

複数名訪問看護加算  

主治医の指示があり、同時に複数の看護師等により訪問看護を行う場合の２人目に算定  

初回加算Ⅰ、Ⅱ 

過去２か月間において訪問看護を受けていない場合で、新たに訪問看護計画書を作成した場合算定 

Ⅰ:病院、診療所から退院、退所日に訪問看護師が訪問した場合に算定 

 Ⅱ:病院、診療所から退院、退所した日の翌日以降に訪問看護師が訪問した場合に算定 

緊急時(予防介護)訪問看護加算Ⅰ、Ⅱ 

24時間365日緊急の連絡、相談、緊急時の訪問依頼等に対応した場合に算定 

 ご利用者又はご家族へ書面で説明し、同意を得ていること。都道府県に届け出ていること。 

 Ⅰ:利用者又は家族から電話等で意見を求められた場合に常時対応が出来き、業務管理等の体制が 

   整備されている 

 Ⅱ:利用者又はご家族から電話等で意見を求められた場合に常時対応が出来る体制である 

特別管理加算 Ⅰ （該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定） 

在宅悪性腫瘍等患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理、気管カニューレを使用している状態、 

留置カテーテルを使用している状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な 

管理、及び訪問看護を実施すること。 

特別管理加算 Ⅱ （該当月の第1回目の訪問看護を提供した日に算定） 

在宅自己腹膜灌流、在宅血液透析、在宅酸素療法、在宅中心静脈栄養法、在宅成分栄養経管栄養、 

在宅自己導尿指、在宅持続陽圧呼吸療法、在宅自己疼痛管理、在宅肺高血圧症患者、人工肛門又は 

人工膀胱を設置している状態、真皮を越える褥瘡の状態、点滴注射を週3日以上行う必要があると 

認められる状態にある利用者に対して、訪問看護の実施に関する計画的な管理、及び訪問看護を実施 

すること。 

ターミナルケア体制加算(要介護) 2,500単位/死亡月 

終末期ケアにおいて、ご利用者の尊厳を維持し、その人らしく最期を迎えられるようにケアを行う 

ことでの加算 

●利用者が厚生労働大臣の定める一定の要件に適合している場合  ●死亡日および死亡日前2週間 

以内に、2日以上ターミナルケアの実施  ●１人のご利用者につき 1つの事業所に限り加算算定 

●ターミナルケアを行った 24時間以内に、病院等の他所で亡くなった場合でも算定が可能 

 

  

６．キャンセル料  
    連絡無しで訪問時不在の場合は、キャンセル料金を頂く場合がございます。  

  訪問をキャンセルされる場合は、訪問前までに必ず下記までご連絡をお願い致します。 

但し、ご本人やご家族が緊急を要する場合などの対応時は除きます。 

    キャンセル料金 ： １，０００円／回 

  （連絡先：訪問看護ステーション神福八   TEL ０９２-８３４-３７１２ ）  

① 当日の訪問前迄に、ご連絡を頂いた場合      無 料  

② ご連絡がなく、自宅に訪問し不在が数回続く(緊急時は除く) 

  一律１，０００円  

 
 

   <料金のお支払について>  
ご利用料金は、請求書と利用明細を利用月の翌月10日までに訪問時にお渡しいたします。 

お支払い方法につきましては、下記①、②となります。 

 ① 現金支払 ② 事業者指定口座への振込み(振込手数料はご負担となります) 
※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、 

正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から２月以上遅延し、さらに支払いの督促から 

14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払い 

いいただくことがあります。 
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７．交通費 
① サービス対応エリアより片道２ｋｍ未満 無料 

② サービス対応エリアより片道２ｋｍ以上 片道１ｋｍ毎に２００円 の交通費となります。 

８．衛生材料費 

   ガーゼ、テープなど医療処置などに使用する物品は、ご本人又はご家族様のご負担となります。  
 

９． 訪問看護計画の作成・変更  

① 事業者は、主治医の指示、利用者の希望や心身の状況等を踏まえ、療養上の目標、当該目標を達成 

するための具体的なサービスの内容等を記載して作成します。 

② 訪問看護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合、その居宅サービス計画の内容に沿って 

作成します。 

③ 事業者は、訪問看護計画の内容を、利用者およびその家族に対して説明を行い、利用者および 

その家族の同意を得るものとします。 

④ 次のいずれかに該当する場合、事業者は、訪問看護の目的に従い訪問看護計画を変更します。 

（１）利用者の心身の状況・環境などの変化により、当該訪問看護計画の変更を要する場合 

（２）利用者およびその家族などが、訪問看護計画の変更を希望する場合 

⑤ 事業者は、前項の訪問看護計画の変更を行う場合、利用者およびその家族に対して書面を交付して 

説明を行い、利用者およびその家族の同意を得るものとします。 

 

１０．主治医との関係 

① 事業者は、主治医からの指示を文書で受け、訪問看護のサービス提供を開始します。 

② 事業者は、「訪問看護計画書」及び「訪問看護報告書」を主治医に提出し密接な連携を図ります。 
 

１１．連携 
事業者は、訪問看護のサービス提供にあたり、主治医、保健、医療機関、行政機関、介護支援専門員 

または福祉サービスを提供する事業者と密接な連携に努めます。 
 

１２．サービス提供の記録 

① 事業者は、訪問看護のサービス実施ごとに訪問看護サービス実施記録として保管いたします。 

② 事業者は、利用者の訪問看護のサービス実施記録は、この契約の終了後も５年間保管します。 

③ 利用者およびその家族は、必要時にはサービス実施記録簿の複写物の交付を受けることができます。 

ただし、複写物にかかる費用については、利用者またはその家族の負担とさせていただきます。 
 
１３．訪問看護師の交替 

① 利用者は、訪問看護師の交替を希望する場合は、業務上不適当と思われる事情、若しくは交替を 

希望する理由を明らかにし、事業者に対し、訪問看護師の交替を申し入れる事が出来ます。 

② 事業者は、訪問看護師の交替によって、利用者およびその家族に対し、訪問看護のサービスを利用 

する上で、不利益が生じないように十分に配慮します。 

③ 事業者は、選任された訪問看護師が、体調不良などの理由により訪問できない場合は、代替の訪問 

看護師を人選し、利用者およびその家族に連絡します。 

      ※状況に応じ主治医の指示のもと、複数の訪問看護師が訪問するケースがございます。 

 

１４．身分証携行義務 

訪問看護サービスの訪問の際には、常に身分証を携行し、利用者またはその家族から提示を 

求められた場合、いつでも身分証を提示します。 

 

１５．協議義務 
事業者が、利用者に対して訪問看護のサービスを提供するにあたり、円滑なサービス提供のため、 

可能な限り事業者へのご協力をお願い致します。 
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１６．秘密の保持と個人情報の保護について 
 

① 利用者及びその家族に関する

秘密の保持について 

 

① 事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法

律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの為のガイダ

ンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、 

サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を 

正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後におい

ても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とし

ます。 

② 個人情報の保護について 

 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者

会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家

族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担

当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物

（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者

の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止する

ものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容

を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求め

られた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲

内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場

合は利用者の負担となります。) 

 ※個人情報につきまして、ご家族、身内の方でも、ご契約者の同意が無い場合の情報提供は 

行う事ができません。ご了承下さい。 

１７．衛生管理等 
① 看護職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

② 指定訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます 

  ③ 感染予防対策は、厚労省などの最新の情報、指導のもと感染防止に努めています。 

  ④ 感染防止対策として、政府等から感染対策に対する指示等が出た場合は訪問スケジュールの変更や、 

必要に応じ援助の際に、マスク、手袋、フェイスシールド、予防衣などの感染対策を実施する事が 

ございます。 
 

事業所において感染症が発生、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6月に１回 

以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底しています。 

   ② 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

   ③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します 

    ④ 著しく感染症が流行している場合は、地域の感染状況に応じた情報を提供すると共に事業所での 

感染予防対策を文章等でお知らせ致します。 

 

１８. 業務継続計画の策定等について 
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施するため、 

非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に 

従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 
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１９．虐待の防止について 
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者： 訪問看護ステーション神福八 管理者  

（2） 成年後見制度の利用を支援します。 

（3） 苦情解決体制を整備しています。 

（4） 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）による 

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。 

 

２０．緊急時の対応方法 

当事業所におけるサービスの提供中に、ご利用者様に容体の変化などがあった場合は、事前の 

打ち合わせによる、主治医・救急隊・親族・居宅介護支援事業者など、関係各位へ連絡します。 

主 治 医 

病 院 名  

主治医氏名  

連 絡 先  

ケアマネージャ 

計画相談員 

事業所名 

担当者氏名 

                    

連 絡 先  

① 緊急連絡先 
氏   名 

               （続柄：      ） 

連 絡 先  

② 緊急連絡先 
氏   名 （続柄：      ） 

連 絡 先 
 

主治医・ご家族などへの 

連 絡 基 準（希望） 

 

 

 

2１．事故発生時の対応方法について 
利用者に対する指定訪問看護の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に 

係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

利用者に対する指定訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行い 

ます。 

  ＜公的機関：各区の介護保険サービス相談・苦情・事故発生時の報告窓口＞ 

東区     福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－６４５－１０７１ 

中央区   福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－７１８－１１４５ 

博多区   福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－４１９－１０７８ 

南区     福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－５５９－５１２７ 

城南区   福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－８３３－４１０２ 

早良区   福祉・介護保険課                  電話番号： ０９２－８３３－４３５２ 

西区    福祉・介護保険課                    電話番号： ０９２－８９５－７０６３ 

  福岡県国民健康保険団体連合会 介護保険課       電話番号： ０９２―６４２－７８５９ 

    糸島市  健康福祉部 介護・高齢者支援課         電話番号： ０９２―３３２－２０７０ 

２2．賠償責任 
１．事業者は、訪問看護のサービス提供にともない、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の 

生命・身体・財産に損害を与えた場合は、利用者に対してその損害を賠償します。 

ただし、事業者に故意・過失がない場合はこの限りではありません。 

高価な家財品等の移動など、接触が必要な行為はお断りをさせて頂きます。 

２．第１項の場合において、利用者の重過失によって当該事故が発生した場合は、事業者が負う損害 

賠償額は減額いたします。 
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２3．相談・苦情対応 
事業者は、利用者およびその家族からの相談・苦情などに対応する窓口を設置し、事業者が提供した 

訪問看護のサービスに関する利用者の要望・苦情などに対し、迅速かつ誠実に対応を行います。 

 

＜利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口＞ 
  

   ・苦情窓口       福岡市西区福重５丁目５－１０ フロイライン姪浜３０６  

              訪問看護ステーション 神福八 （こうふくや） 

・電話番号        ０９２－８３４－３７１２  
（ ※ 業務対応中、営業時間外は、対応に時間がかかる場合がございます。ご了承下さい。） 

・窓口開設時間   平日：午前８時３０分から午後５時３０分まで  

  ・公的機関の相談窓口 
 

 

 

 

担当者            より、重要事項説明書の内容について説明を受け、了承しました。 

 

 

 

 

 

       令和      年     月     日 

 

【ご利用者】  

 

住 所                                     

 

氏 名                         印 

 

【代 理 人】  

 

住 所                                     

 

氏 名                         印    （続柄          ） 

 

署名代行理由： 

 

             ――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

 

 

【事 業 者】 

      法  人  名：  株式会社 ぱぷりか 

事 業 所 名：  訪問看護ステーション 神福八 （こうふくや） 

                 指定事業所番号 4061191237 

    所 在 地：   福岡県福岡市西区福重５-５-１０ フロイライン姪浜３０６        

連 絡 先：  TEL:０９２-８３４-３７１２   FAX:０９２-８３４-３７１3 

  

TEL:０９２-８３４-３７１２

